
下水道事業は、整備が完了し、料金収入が平年度

化するまでに長期間を要する。そのため、整備途上

にあっては、料金収入の確保がままならず、多くの

場合、財源不足を一般会計からの基準外繰入金で賄

っている状況である。

基準外繰入金に依存した経営は、地方公営企業の

独立採算制の原則に照らして、望ましいものではな

いのは勿論であるが、その一方、近年、一般会計の

財政状況の悪化等を要因として、基準外繰入金の削

減により赤字を計上する下水道事業会計も見受けら

れる。独立採算制が原則といえども、一般会計の財

政事情によって、下水道事業の収支が左右されるよ

うでは、健全で安定した経営は覚束ない。

本稿では、単に収支を均衡させるための基準外繰

入金や、一般会計の状況によって金額が左右される

繰入金は、一般会計、下水道事業会計双方にとって

望ましくないという立場から、一定の下水道事業収

支モデルを作成した上で、一般会計と下水道事業会

計の間における、現実的かつ合理的な負担区分のル

ールづくりを提案したい。

（１）基準外繰入金の現状

まず、府内の下水道事業の経営状況を概観してみ

る。

表１は府内の下水道事業の普及率、使用料収入、

一般会計繰入金総額及びそのうち基準外繰入金、実

質収支の推移を表したものである。

普及率の向上に伴い、１０年前と比べ、使用料収入

は約６割増加している。

一方、基準外繰入金や実質収支の赤字は減少して

いる。減少の要因としては、普及率拡大や使用料改

定等の効果による使用料収入の増収に加え、平成１６

年度から発行要件が拡大された資本費平準化債が影

響していると考えられる。

表２は、平成１９年度決算をもとに、仮に基準外繰

入金が全廃された場合、下水道事業会計の実質収支

がどうなるか試算したものである。

本表から、基準外繰入金がなければ、多くの団体

において赤字決算になることがうかがえる。

基準外繰入金の削減は進んではいるものの、府内

の下水道事業は、依然として、基準外繰入金に依存

した経営となっているのが現状である。

（２）公営企業の経営の原則

地方財政法（以下、「地財法」という。）及び地方

公営企業法（以下、「地公企法」という。）では、公

営企業は、主としてその経費を当該事業の収入をも

って充てることとされ、自律性をもって事業を継続

していく独立採算制の原則が規定されている。

一般会計との負担区分の状況

はじめに
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表１　府内市町村の下水道事業の推移



一方、これを前提としながらも、当該公営企業の

収入をもって充てることが適当でない経費、及び能

率的な経営を行ってもなお収入のみでの経営が困難

であると客観的に認められる経費は、一般会計の繰

入れによる収入をもってこれに充てることができる

と規定されている（地財法第６条、地公企法第１７条

の２）。

（３）独立採算制の例外

独立採算制の原則の下、一般会計が負担すること

とされている経費について、算出の考え方を定めて

いるのが、「地方公営企業繰出金について」（昭和４９

年２月２２日付け自治企第２７号自治省財政局長通知）

（以下、「繰出基準」という。）である（注１）。

下水道事業の繰出基準には、「雨水処理に要する経

費」、「分流式下水道等に要する経費」、「高度処理に

要する経費」、「高資本費対策に要する経費」など１８

の経費が定められている。

下水道事業について、一般会計の負担すべき経費

の考え方は、第１次下水道財政研究委員会（昭和３６

年）において、いわゆる「雨水公費・汚水私費」の

原則が提言され、これを基本とした地方財政措置が

とられてきた。

しかし、現在、下水道事業の実施地域は、人口の

密集した市の中心部から郊外へと拡大している。こ

れに伴い、下水道管の延長が長くなることや地形に

よってポンプ場を多く設ける必要が生じるなど、自

然条件により建設コストが高くなる場合がある。

また、水質改善を推進するため、雨水と汚水の処

理を完全にわけて行う分流式下水道による整備が中

心となってきているが、分流式下水道は、従来の合

流式下水道による整備と比べて、資本費（減価償却

費（地方債元金償還金）・利子）に約３倍以上の格差

が生じている（注２）。

このように、汚水処理経費が増嵩する中、下水道

が果たす環境等に対する公的便益を踏まえ、適正な

使用料を徴収しても、なお使用料で賄うことができ

ない汚水処理経費は、一般会計が負担すべき経費

（「高資本費対策に要する経費」（昭和６１年度追加）、

「分流式下水道等に要する経費」（平成１８年度追加）

等）として繰出基準に定められている。

（４）基準内繰入金の運用実態

下水道事業の分析では、基準外繰入金の多少に視

点を奪われがちであるが、まず基準内繰入金の運用

実態についても、確認しておく必要がある。

繰出基準のうち、分流式下水道等に要する経費に

ついてみると、「資本費のうち、その経営に伴う収入

をもって充てることができないと認められるものに

相当する額」と規定されているものの、具体的に算

定方法が定められているわけではない。

しかしながら、各団体における基準内繰入金の水

準は、地方交付税措置額に拠ることが多いのが、運

用の実態である。
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表２　基準外繰入金を控除した場合の実質収支



分流式下水道等に要する経費は、普通交付税の算

定において処理区域内の人口密度に応じて措置され

ている（注３）。

本来、処理区域内の人口密度だけで、各団体の下

水道事業の実情を計れるものではないが、全国一律

に同じ算定方法を適用するためには、やむを得ない

ものといえる。

国においても、「下水道事業に係る繰出金の算定に

係る資本費については、下水道施設に係るものすべ

てを含むことを想定しているものであるので、資本

費から公害防止事業債分、更新事業分及び資本費平

準化債分等を除外し、これらに係る繰入金を一律に

基準外繰出金として区分している団体にあっては、

取扱いを改められたいこと」との見解が示されてい

る（注４）。

各団体において繰出・繰入の基準を決定する際は、

その実情に応じて、一般会計と下水道事業会計で協

議の上、法令や国の繰出基準の趣旨を踏まえて解釈、

決定すべきである。

その上でも、なお生じる財源不足をどのように考

えるかが、次の問題となる。

（１）経営に関する指標（資金不足比率）

平成１９年６月に公布された「地方公共団体の財政

の健全化に関する法律」（以下、「健全化法」という。）

により、公営企業会計ごとに、経営の健全性に係る

指標（資金不足比率）の算定及び公表が義務付けら

れた。

平成１９年度決算における府内市町村の下水道事業

では、１２団体において資金不足額が生じている。

しかし、比率の計算上、当該資金不足額から将来

解消可能な額（以下、「解消可能資金不足額」とい

う。）を控除することが認められており、その結果、

資金不足額が０又は著しく小額となり、経営健全化

段階とされる資金不足比率２０％以上となった団体は

なかった。

ただし、解消可能資金不足額は、あくまでも比率

を算出するための概念であって、これにより資金不

足比率が改善されていても、実際の経営が健全であ

るとは限らないことには注意が必要である。

一方、従前の地方債協議制度の同意・許可判断に

用いる地財法上の資金不足比率は、健全化法上の解

消可能資金不足額の概念はなく、１０％以上となれば

地方債許可事業となる。

さらに、多額の赤字を有し、又は料金その他収入

の確保を怠り、経営健全化のために必要な努力を払

わないものについては、その状況に応じ地方債の発

行について制限されることが規定されている。

平成１９年度決算における府内市町村の下水道事業

では、６団体が地方債許可事業となる１０％以上であ

った。

健全化法上の資金不足比率では、解消可能資金不

足額を控除することが認められているが、地財法上

の資金不足比率では、そのような規定はなく、仮に

地方債の発行に制限がなされた場合、整備計画や収

支状況に大きな影響を与えることになる。

（２）建設途上における使用料

財源不足に対しては、まずは使用料を適正な水準

にまで引き上げるなど、歳入の確保を図るとともに、

能率的な経営を行っていくことが必要である。

しかし、汚水私費を原則としながらも、建設の初

期段階などでは、その負担を現在の利用者に使用料

として全て転嫁することが困難である場合もある。

下水道建設の初期段階では、普及率も低く有収水

量（注５）も少ないことから、汚水処理経費は著し

く高くなる。初期の汚水処理経費をすべて利用者か

ら使用料として徴収しようとすると、事実上負担でき

ないような高い使用料を設定せざるを得ない（注６）。

加えて、管渠や処理場は、将来、普及率が１００％

となった時点において必要な処理能力を満たすよう

設計されるため、整備途上では、過大投資とならざ

るを得ない。これを当初の利用者の使用料だけで賄

うことは、将来の受益者の負担まで、当初の利用者

が負担することとなり、却って不合理であるといえ

よう。

財源不足の問題
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一般会計との適正な負担区分や歳出削減・歳入確

保について検討し、繰入金を削減することは、経営

健全化を図る上で不可欠な要素であるが、こうした

検討がなく、単に繰入金の削減を行えば、資金不足

額の拡大を招くことになる。

長期にわたる赤字決算は、企業の経済性を発揮し、

公共の福祉を増進するという、地方公営企業の経営

の基本原則（地公企法第３条）に照らして望ましい

ものではなく、実際の財政運営においても、基準外

繰入金をいきなり全廃するといったことは現実的で

はない。

そこで、歳出削減・歳入確保を図り、基準内繰入

金の範囲を適正に定めた上で生じる財源不足につい

て、下水道事業収支モデルを作成した上で、一般会

計と下水道事業会計の間における負担区分のルール

づくりを提案したい。

（１）下水道事業収支モデルの作成

（表３及びグラフ１）

下水道事業における、基盤整備期間（建設開始か

ら事業概成まで）から、維持管理期間へ移行するま

での財政状況の推移及び基準外繰入金の削減の可能

性を検証するため、下水道事業収支モデル（以下、

「収支モデル」という。）を作成した。

その概要は、以下のとおりである。

なお、このモデルは、汚水処理経費に対する使用

料の過不足を明らかにすることを目的にしているた

め、雨水処理経費等は含まず、汚水処理経費に係る

基準内繰入金（分流式下水道等に要する経費等）も

考慮していない。

【作成条件】

（普及率が府内平均（８６.９％）以下で、今後も一定

の整備を行う府内中小規模都市のモデル）

・行政区域内人口：１２０,０００人

・建 設 開 始 後：２５年目

・供 用 開 始 後：１９年目

・普　　及　　率：６７.７％

・使　　用　　料：１,６００円／２０㎡

（供用開始以来改定なし）

【推計方法等】

・上記条件に類似する府内団体を選定。

・把握可能な数値については実績を活用。

・建設事業量は、普及率上昇のペースを変えずに整

備を進捗。

・更新需要は、見込まない。

・把握困難な数値は、地方公営企業決算状況調査

（公共下水道事業）の類似規模団体から必要データ

抽出、トレンド分析の上、実績に反映。

・資本費平準化債の活用は、見込まない。

・使用料は、現時点から単年度黒字化するまで４年

毎、２０％ずつ改定。

・人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本

の市区町村別将来推計人口」を参考に減少基調と

して作成。

【シミュレーション結果】

・普及率

供用開始からの普及率の上昇ペースをほぼ一定

の割合で進捗させたため、建設開始後３６年目（供

用開始後３０年目）で普及率１００％に到達する。

・有収水量

有収水量は、普及率の上昇にあわせて増加する

が、普及率１００％到達後は、人口の減少にあわせ

て減少する。

・地方債残高（汚水処理施設分）

建設開始後３３年目まで増加しつづけ、以降減少

に転じる。

・使用料収入

普及率の上昇及び料金改定の効果（４年毎に２０％

づつ改定）により、建設開始後３８年目まで増収と

なるが、人口の減少により、減少に転じる。

下水道事業収支モデルと負担区分の
ルールづくり
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表３　下水道事業収支モデル



・汚水処理経費のうち維持管理費

維持管理費は建設開始後４４年目（普及率１００％

到達後（建設開始後３６年目）から８年後）まで増

加し、以降一定値で推移する。

・汚水処理経費のうち資本費

資本費は建設開始後３３年目でピークを迎え、以

降減少に転じ、６８年目で地方債の償還を終了す

る。

・収支不足

汚水処理経費に対する使用料の不足額は、建設

開始後３７年目まで単年度で不足し、６９年目から累

積不足額を解消する。

（２）負担区分のルールづくり

収支モデルによれば、普及率が１００％となり、使

用料改定による収入の確保を図れば単年度の収支均

衡は可能である。

また、収支均衡後の利益により、累積赤字の解消

が可能となり、長期間で見れば独立採算が可能な事

業と言える。

独立採算制を定めている地公企法第１７条の２にお

ける負担区分は、通常考えられる経費のみが負担区

分として規定されている（注７）。

同法には本条の規定によるもののほか、一般会計

等が繰入れすることができる条項が設けられている

（地公企法第１８条「出資」、第１８条の２「長期貸付

け」）。

これらの規定は、負担区分に基づく長期貸付けで

はないが、「独立採算制の原則を反するものではいこ

と。十分に理由があること。」との見解が示されてい

るものである（注８）。

そこで、汚水処理経費に対する繰入金を収支相償

するまでの長期貸付的な繰入れと捉え、単年度収支

均衡後に段階的に一般会計へ繰戻していくことを検

討してみたい。

【解消可能資金不足額を活用した算定例】

長期貸付的な繰入金として位置づける以上は、将

来において確実に償還されることが条件であり、そ

の対象範囲を定めるにあたっては、正当と認められ

る算定ルールが必要であると考える。

以下では、収支モデルを活用し、健全化法に規定

される解消可能資金不足額の算定方式を参考とし、

繰入金の算定ルールについて検討してみた。
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グラフ１　汚水処理経費と単年度収支の推移



表４は、収支モデル中、建設開始後２５年目（供用

開始後１９年目）の時点において、解消可能資金不足

額の算定方式（注９）の内、減価償却前利益による

耐用年数以内償還可能額算定方式を参考として、収

支不足に対して中長期的に解消が見込まれる額（以

下、「解消可能見込額」という。）を算定したもので

ある。

表４　汚水処理経費の収支不足額のうち解消可能見込額

算式＝α×（γ×４５年／（α＋β））

α＝収支不足

β＝汚水処理施設に係る地方債残高

γ＝使用料－汚水処理経費（維持管理費）

【収支モデル（建設開始後２５年目）の状況】

（単位：百万円）

・収支不足　　１,０７５（α）

・地方債残高（汚水施設） ３０,９７７（β）

・使用料　８２７

・汚水処理経費（維持管理費） ３３４

・使用料－汚水処理経費（維持管理費） ４９３（γ）

・解消可能見込額　

１,０７５×（４９３×４５／（１,０７５＋３０,９７７））＝７４４

・収支不足額（解消可能見込額控除後）

１,０７５－７４４＝３３１

この方式は、当該年度の経常利益（γ）が、汚水

処理施設の耐用年数期間である４５年間にわたって計

上されるものと仮定し、この４５年分の経常利益によ

って、償還できる負債の割合を、当該年度の収支不

足（α）に乗じたものを解消可能資金不足額とする

方式である（注１０）。

【運用方法ほか】

この算定ルールにおいては、使用料の増収や経費

の節減により、経常利益の拡大を図らなければ、解

消可能見込額として認められる範囲が縮小すること

になる。

また、下記のような目標を定め、目標未達成の場

合には、繰入れの対象から控除するといった取扱い

を予め定めておくべきである。

○予め定めておくべき事項の例

・水洗化率や維持管理経費節減の目標値

・住民が負担すべき適正な使用料水準

・収支改善後に一般会計へ繰戻す際の基準

…など

表５は、収支モデル中、単年度の収支不足が生じ

る期間（建設開始後３７年目まで）の解消可能見込額

を、表４で示した算定式を用いて算定したものであ

る。

なお、建設開始後１５年目までは、使用料収入では

汚水処理経費（維持管理費）さえも賄えないため、

減価償却前利益による耐用年数以内償還可能額算定

は不可能であるが、供用開始後１５年以内に限って認

められる個別計画策定算定方式から、収支モデルに

基づき、長期的には収支不足が改善するものとして、

汚水処理経費の全額を解消可能見込額としている。

建設開始後１年目から３７年目までの解消可能見込額

の累積額は１６,９２７百万円となる。一方で、建設開始後
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表５　下水道事業収支モデルにおける解消可能見込額算定



３８年目から単年度収支が黒字に転じ、３８年目から６５

年目の単年度収支の累積額が１７,２７０百万円となる。

理論上、一般会計から下水道事業へ３７年間、長期

貸付的な繰入金として繰入れされた額は、２８年間で

下水道事業から一般会計へ繰戻すことが可能であり、

解消可能見込額控除後の収支不足部分の健全化方策

を検討、実行することにより、６９年目には累積の収

支不足を解消することが可能となる。

本稿では、公共下水道事業における収支モデルを

作成し、汚水処理経費に係る一般会計と下水道事業

との負担区分のルールづくりについて論じてきた。

しかし、これは水洗化率や収納率の低下などの下

水道事業の歳入確保等の取組不足によって生じる財

源不足まで、一般会計が負担すべきであるとの考え

ではない。

下水道事業は、引き続き、独立採算を目指し、料

金改定、収納対策、経費節減などの取組みにより、

繰入金の削減を図るべきである。

さらに概ね市街地の整備が終了し、郊外への整備

へと移行しているような団体は、公共下水道事業に

よる整備のみではなく、浄化槽事業など多様な下水

処理システムの中から、建設費や維持管理費を含む

整備コストを比較・検討し、地域の特性に応じた整

備手法についても、見直しや検討を行うべきである。

また、一般会計と下水道事業との負担区分につい

ては、本稿で指摘したような視点から見直しを行い、

中長期的な一定のルールに基づいて決定すべきであ

る。こうした取組みは、住民に対して説明責任を果

たす上でも意味のある取組みと考える。

下水道事業の経営状況は、各市町村の財政に影響

を与える。一般会計にあっても、繰出金のあり方を

下水道事業と共に協議され、財政の健全化及び下水

道事業の経営健全化を図られたい。

注　釈

注１　繰出基準に基づく一般会計の繰出し、下水道

事業の繰入れを「基準内繰出（入）金」、基づ

かない繰出し、繰入れを「基準外繰出（入）

金」と呼んでいる。

注２　今後の下水道財政の在り方に関する研究会

（２００６）「報告書（平成１８年３月）」（総務省自

治財政局地域企業経営企画室）２０ページ

注３　分流式公共下水道の場合、処理区域内人口密

度に応じて、汚水資本費の２割から６割の財

政措置がとられている。

注４　平成２１年３月３日付け事務連絡「下水道事業

繰出基準の運用について」（総務省自治財政局

地域企業経営企画室）

注５　処理水量のうち料金収入の対象となる水量

注６　今後の下水道財政の在り方に関する研究会

（２００６）「報告書（平成１８年３月）」（総務省自

治財政局地域企業経営企画室）７ページ

注７、注８　関根則之（１９９８）「改訂地方公営企業

逐条解説」（財団法人地方財務協会）１８８ペー

ジから１９８ページ

注９　健全化法における解消可能資金不足額とは、

「一部の地方公営企業においては、事業の性質

上、事業開始後の一定期間やむを得ず赤字が

生じること等を指標の運用においては留意す

る必要がある。」（「新しい地方財政制度研究

会」報告書、平成１８年１２月）との提言を受け

て健全化法に盛り込まれたものであり、下水

道事業においては下記の３つの算定方式が規

定されている。

１．累積償還償却差額算定方式

実際に生じている資金不足額から、公営企業会

計が負担する企業債の償還期間と減価償却期間と

の差により、減価償却費を上回って元金償還費が

発生することによる差額を解消可能資金不足額と

して控除する取扱い。

２．減価償却前利益による耐用年数以内償還可能

額算定方式

施設の利用および料金収入が平年度化（安定）

おわりに
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し、減価償却前経常利益が出ている場合に、それ

までに発生した資金不足について、当該利益で施

設の耐用年数期間内に計画的に解消しうる部分に

かかる額を客観的に算定し、控除する取扱い。

３．個別計画策定算定方式

実際に生じている資金不足について、個別の経

営計画に基づき算定した、施設の耐用年数期間内

に計画的に解消しうる部分にかかる額の全部又は

一部を、控除する取扱い。ただし、供用開始後１５

年以内の公共下水道事業に限る。

注１０ 健全化法に規定されている下記の点を考慮し、

汚水処理経費のうち維持管理費への使用料を

充当後の剰余に、残存耐用年数を乗じて算定

した。

・健全化法上の解消可能資金不足額の算定におい

ては、公費で負担すべき雨水処理負担金や一般

会計の基準外繰入金まで経常収益に含めて算定

されていること。

・通常、下水道事業債の償還は元利均等方式であ

ること。

・残存耐用年数は、健全化法に規定される４５年を

採用したが、各団体における実情を考慮した年

数を使用することが必要。
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